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乳児健康診査が変わります

こども任意予防接種費用の一部助成について

　令和４年度までは、乳児健康診査は乳児の期間にお子さん１人につき１回実施していましたが、令
和５年度からはお子さん１人につき２回の健診を実施します。対象の方には、個別に通知をお送りい
たします。

接種回数　２回
自己負担額　３，６００円／回
接種対象
１回目
生後 12 月から 24 月未満の幼児 ( １歳児 )
２回目
平成 29 年４月２日から平成 30 年４月１日まで
に生まれた年長児
接種方法　
①町で契約した医療機関に予防接種の予約をす

る。

②母子健康手帳を持参して、保健センター窓口で
予診票、説明書を受け取る。

③予診票、母子健康手帳、健康保険証（生活保
護を受給している方は受給証）を持参して、
予約した契約医療機関で予防接種を受ける。

契約医療機関
QR コード▶

あ保健センター
　う２９２- ５５０５

あ保健センター　う２９２－５５０５

おたくふかぜ（流行性耳下腺炎）

種類 月日（曜日） 対　象

前期乳児健康診査
（３か月～５か月児）

４月  ６日（木） 令和４年 10 月・11 月・12 月生まれ
６月  １日（木） 令和５年１月・２月生まれ
８月10 日（木） 令和５年３月・４月生まれ

10 月  ５日（木） 令和５年５月・６月生まれ
12 月 14 日（木） 令和５年７月・８月生まれ

令和 6 年　２月  1 日（木） 令和５年９月・10 月生まれ

後期乳児健康診査
（９か月～ 11 か月児）

４月  ６日（木） 令和４年４月・５月・６月生まれ
６月  １日（木） 令和４年７月・８月生まれ
８月10 日（木） 令和４年９月・10 月生まれ

10 月  ５日（木） 令和４年 11 月・12 月生まれ
12 月 14 日（木） 令和５年１月・２月生まれ

令和 6 年　２月   1 日（木） 令和５年３月・４月生まれ
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国民年金保険料の学生納付特例制度のご案内
　学生の方も 20歳になったら国民年金に加入し、保険料を納めなければなりません。しかし、経済的
な理由等で国民年金保険料を納めることが困難な場合、在学期間中の国民年金保険料の納付を猶予で
きる学生納付特例制度がご利用できます。保険料を納められないときはそのままにせず、学生納付特
例を申請しましょう。
対　象　大学（大学院）、短大、高等学校、専修学校等に在学する 20歳以上の学生
　　　　※本人の前年所得が基準以下の方が対象
　　　　　前年の所得≦ 128 万円+（扶養親族等の数× 38万円）+社会保険料控除額等
　　　　　カッコ内の式は、扶養の内容によって異なります。詳細はお問い合わせください。
手続き　①学生証または在学証明書および②年金手帳または基礎年金番号通知書をお持ちのうえ、町

民課窓口で申請してください。
　　　　※年度（４月～翌年３月）ごとに申請が必要です。

　学生納付特例の承認を受けた期間から、10年以内であれば保険料を遡って納めること（追納）がで
きます。将来受け取る年金額を増やすためにも追納することをおすすめします。

国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できるようになりました
　国民年金保険料について、２月 20日から新たにスマートフォンアプリを使用し、納付書のバーコー
ドを読み取ることで電子（キャッシュレス）決済での納付ができるようになりました。
【対象決済アプリ】
・ＰａｙＰａｙ　・ａｕ　ＰＡＹ　・ｄ払いⓇ　・ＰＡＹＢ　金融機関等が提供するアプリを含む。
※各種決済アプリの使用方法については、決済事業者様にお問合せください。
※バーコードが印字されていない納付書はご利用できません。

あ町民課　国保年金担当　う内線１２３
あ川越年金事務所　う０４９-２４２-２６５７

　越生町国民健康保険および後期高齢者医療制度加入者の健康増進、疾病予防及び疾病の早期発見・
早期治療の推進を図るため、人間ドック・脳ドック・併診ドックの検査費用の一部を助成します。
補助対象者
越生町国民健康保険被保険者で、検査日当日 30歳以上の方
後期高齢者医療被保険者で、町内に住所を有する方
※町税や保険料の未納がないことが条件になります。
補助金額　

申請方法
 指定医療機関※で検査する場合
※埼玉医科大学病院予防医学センター、埼玉成
恵会病院、小川赤十字病院

①自身で人間ドック等の予約
②町民課窓口で助成券の申請（本人確認ができ
るもの、国民健康保険または後期高齢者医療
の被保険者証を持参）

③助成券を持参し、人間ドック等を受診
 指定医療機関以外で検査する場合
①自身で人間ドック等の予約をし、受診
②検査結果が出た後に、町民課窓口で申請（必
要なもの：領収書、受診結果報告書、本人確
認ができるもの、国民健康保険または後期高
齢者医療の被保険者証、補助金の振込先口座
がわかるもの（通帳等））

あ町民課　国保年金担当　う内線121・122・123

※補助を受けられるのは、同一年度内（４月か
ら翌年３月）に人間ドック、脳ドックもしく
は併診ドックのいずれか１回限りです。

人間ドック・脳ドック・併診ドック補助制度をご利用ください

種類 補助率 限度額
（千円未満切り捨て）

人間ドック・
脳ドック 検査料の

３分の２

25,000 円

併診ドック
（人間ドック・脳ドック） 30,000 円
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